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面からも検討する。さらに，行為の主体という観点から  

臨床心理行為と医行為との関係を論理的に整理・比較し  

た上で，医療の中での臨床心理行為の分業のあり方を検  

討する。  

一 間題と目的   

わが国においては臨床心理学の発展にともなって心理  

臨床の実践領域はこの半世紀以上にわたり，医療，教育，  

福祉，司法・矯正，産業，一般開業と確実にその範囲を  

広げている。そのうち，日本臨床心理士会の1999年の動  

向及び章識調査からは，非常勤を含めると回答者の48パー  

セントが何らかの形で医療保健機関に勤めていることが  

わかる（津川・北島，2002）。そして，特に医療の分野  

では臨床心理職の資質を担保する必要性から公的な資格  

が求められ，そのために既存の専門職の中で臨床心理職  

をどのように位置付けるのかが大きな課題となっている。  

日本臨床心理士会の調べでは，欧米諸国では臨床心理職  

は心理学に基づく独自の専門的な業種であるとされ，そ  

の一部が医行為であると議論された形跡はないという。  

ところが，本邦では臨床心理職の国家資格化の議論の中  

で，臨床心理行為が医行為に当たるかどうかが大きな論  

点になっている（奥村，2002；乾，2003）。   

そこで，本稿では臨床心理行為を他の援助行為との比  

較を行うという比較援助行為論の立場から，医療サービ  

スの中での臨床心理行為の機能を探求することを目的と  

する。その際，まず医師の業務や医行為，あるいは医療，  

診療などの概念を法令の記述を手がかりに整理する。次  

に，臨床心理行為の基本的な性質を明らかにした上で，  

人体への侵襲性ばかりでなく，精神への侵襲性という側  

】l医療と臨床心理行為  

1医療の行為について  

（1）医師の業務と医行為   

いうまでもなく，人の生命と健康に直接関わるという  

意味で，医師は最も重要かつ普遍的な援助専門職のひと  

つである。法令によれば，医師の業務とは，医師の“名  

称を用いで’（医師法第18条）“医療及び保健指導を掌  

る”（同法1条）こと，“診察治療’’（同法19条），“死体の  

検案’’（同法21条），“診療をしたとき，本人又はその保  

護者に対し，療養の方法その他保健の向上に必要な事項  

の指導”をすること（同法23条），さらに“助産又は妊  

婦，じよく婦若しくは新生児の保健指導”（保健師助産  

師看護師法第30条）などがあり，こうした医療と保健衛  

生の分野での医師の業務は広範に及ぶ。しかし，医師法  

は別に“医師でなければ，医業をなしてはならない”  

（医師法17条）ことを定めており，一般に医行為とは，  

この“医業”の‘‘医”をさしている。法学上，医業とは  

一回の行為でも，あるいは報酬を得なくても，“医行為  

を反復継続する意思をもって行うこと”である。そして，   
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医行為については，判例から“医師の医学的判断および  

技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそ  

れのある行為”（最判昭和56・11・17判夕459号55頁）と  

されている（大谷，19鮒；中平，1990）。   

整理すると，医師の業務としては，まず①医師ならば  

行うことができる業務がある。つまり，医師の“名称を  

用いて”“医療及び保健指導を掌る”広い範囲の業務で  

ある。これは，行政上医師に「認可」された名称独占の  

業務と理解される。そして，その業務の中に，②医魔王  

なければ行うことができない業務が含まれる。つまり，  

人体への侵襲性があるために一般国民には禁止されてい  

る“医行為”である。これは，医学的判断能力と技術を  

もった医師だけに特別に「許可」された業務独占の業務  

（行政上の医行為）と理解され，その行為によって医師  

が人体に傷をつけること（医学的侵襲）は，“正当な業  

務”（刑法35条）によるものとして傷害罪などが問われ  

ないという側面を持っている（違法性の阻却；刑法上の  

医行為）。当然，国内であればそれが行われる場所・領  

域を問わず，常にその行為自体が医行為とされる（林・  

辻・錦織，1986）。  

（2）一般人にとっての医行為   

以上が，法令上の医師の業務と医行為である。しかし，  

ここで具体的にどういう行為が医行為なのか結局医師以  

外にはわからか－という問題がある。ということは，一  

般市民からすれば，自分の健康に関する最も身近な行為  

であるのに，不用意にそれを行えば事実上違法となるか  

もしれないような行為が存在することになる。万が一，  

医行為が拡大解釈されると，直ちに職業選択の自由など  

国民の基本的人権が制限されることになるのである。し  

たがって，その公共的な性格や国民の基本的人権の擁護  

という観点からすると，医行為の範囲や内容は必要最小  

限度で，一般人にもわかるものでなければならないだろ  

う。   

そこでまず，医師法第17条を，「医師でなければ，反  

復して行う意思をもって医行為を行ってはならない」と  

言い換え，ここから「誰でも反復して行うことが認めら  

れるような行為は医行為ではない」という命題を取り出  

してみる。これをさらに，「誰もが行うことが認められ  

る行為は医行為ではない」とした上で，医行為について  

次のように論理的に整理することができるだろう。   

a．人体に危害を及ぼすおそれのない行為は医行為で  

はない。   

b．誰もが行っている日常的な行為は医行為ではない。   

C．一般に禁止・規制などができない行為は医行為で  

はない。   

d．医学的判断および技術に拠らない行為は医行為で  

はない。  

そして，ここからさらに具体的に表現すると，   

①医師が医師と診療補助職以外の人に行わせることが  

できると判断した行為は，医行為ではない。   

②一般に，患者が主体となって行う行為は医行為では  

ない。   

③医療の外で普通に行われている行為は医行為ではな  

い。   

④コミュニケーション行為など，日常的な行為で成り  

立つ行為は医行為ではない。   

⑤医師よりも非医師（診療補助職を除く）の方が行い  

うると期待されるような技術分布を示す行為は，医  

行為ではない。  

ということになる。   

この判断基準からすると，“療養の世話”や介護行為，  

リハビリテーションなど基本的に患者自らが主体となっ  

て行う行為（側面的援助）は少なくとも医行為ではあり  

えないはずである。  

（3）医療と医行為   

ところで，“医療”というのは医師の業務に含まれる  

が，医療と医行為の関係はどうであろうか。一般に医療  

行為というのは，“死体の検案’’を除いた治療に関する  

行為をさし，事実上医行為と同義で使われることも多い  

ようである。しかし，法律として医療という言葉を前面  

に掲げているのは，“医療を提僕する体制の確保を図る”  

（医療法第一条）ことを目的とした“医療法”であり，  

本稿では，‘‘医療”という用語をこの医療法に別して用  

いることにする。同法によれば‘‘病院”もしくは“診療  

所”は“医師”が公衆又は特定多数人のために“医業”  

を行う場所で，その管理者は“医師”でかナればならな  

いとされる。この“医業”は明らかに医師法17条と重な  

る概念である。しかし，医療法では“医療を提僕する場  

所”として，病院などのほかに，“医療を受ける者の居  

宅等”までも含めている（第一条の二）。しかもそれは，  

“国民自らの健康の保持のための努力を基礎”としてお  

り，医療の内容についても，“単に治療のみならず，疾  

病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む”  

とされる。そうすると，“医療’’の主体はあくまでも患  

者（国民）であるというのが医療法の立場であり，医療  

法の中でも“医療”は医行為に限定されていないことに  

なる。  

（4）診療と医行為   

また，“診療’’という言葉も医療に近い言葉である。  

国語的には“診断と治療”（広辞苑）を意味し，法令上も，  

診療は“診察治療”すなわち，最も具体的で実践的な臨  

床上の行為を指すようである。中でも，看護師の業務が  

“療養上の世話又は診療の補助”（保健師助産師看護師法  

第5条）と定義されており，この条文は医師の指示のも  

とに看護師が医行為を行うことができる根拠であり，当  

然ここでの“診療”は，医行為を含んでいる（中平，19   
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Table 1 

治療行為の3レベルと医行為（菊池，2002a）  

185  

治療主体   専門家の関与  専門家と患者との関係   具体例  

レベルⅠ  専門家の  
止血，洗浄，消  

患者が自ら治療を行う   関与がない  
毒，・休養，温浴  

等  

患 者  
レベルⅡ  

指導・助言  
食事・運動療法，  

専門家の助言・指導をも  リハビリテーショ  

とに患者が治療を行う  
相互的  

専門家の  
ンなど  

レベルⅢ  関与がある  

患者に代わって専門家が  
専門家  委託・介入   診察，投薬，手  

治療を行う（医行為）  
（医師）  指示的   術，処置など   

90）。しかし，一方では診療行為という言葉は，健康保  

険法・国民健康保険法との関連でいわゆる“診療報酬”  

の対象となる行為をさしている。その際，診療報酬は  

“療養の給付”に含まれ，診察，薬剤，処置，手術その  

他の治療の他，居宅における療養上の管理及びその療養  

に伴う世話・看護，あるいはデイケア，作業療法，訪問  

着護などもこれに含まれるので，明らかに医行為には限  

定されないことになる。ただし，診療報酬の対象となる  

診療行為は“保険医療機関’’において“保険医”が行う  

ことが前提となっている。すなわち，診療報酬が支払わ  

れる条件は医行為かどうかではなく，保険医が保険医療  

機関にて診療報酬表に定められた診療行為を行う（ある  

いは処方する）ということなのである。  

（5）治療行為と主体   

ところで，そもそも治療行為の主体は患者本人である。  

というのも，医師という専門職が現れるずっと以前から  

病気や障害は存在し，少なくとも患者本人とその家族は，  

病気についての判断と治療を自ら行っていたはずである  

から，いわば自然法上の要請として治療行為の主体は患  

者でなければならないのである。患者の“自己決定権”  

や医師の“説明義務”も，そこに根拠を置くはずである。  

ところが，上記のように医行為は一般国民には禁止され  

ているために，患者から医師へと治療の主体が完全に委  

託（移行）されることを特徴とし，民法上も患者から医  

師への“準委任”契約とみなされる。すると，治療行為  

というのは主体の移動と専門家の関与という観点から  

Tablelのような3段階に分けて考えることができるだ  

ろう（菊池，2002a）。  

2 臨床心理行為について  

（1）臨床心理行為とその特性   

では，臨床心理行為についてはどうであろうか。臨床  

心理行為という概念は，臨床心理業務を職業や資格に基  

礎づける上できわめて重要な概念である。既に，日本心  

理臨床学会第13回大会の大会企画シンポジウムでは，そ  

の概念を明確にする必要性が説かれ（村山・滝口，1995；  

東山，1998），後に東京臨床心理士会が“人が主体性・  

自主性を確立する過程で，その状態の如何にかかわらず  

心理学の知識及び技術を持って行う心理的相談，援助，  

査定行為”と定義づけ，これは厚生科学研究班のレポー  

トでも用いられている（鈴木ほか，2002）。また，氏原  

（2003）は臨床心理行為を“心理臨床家でないとできな  

いクライエントに不可欠のサービス”とし，山中  

（2003）は医学が“cuRE”，看護が“CARE”であるの  

と対比させて，臨床心理行為を人々の心の“COREに関  

わる”ことであるとしている。また，成瀬（2003）は  

“主体活動を援助しようとする独自の活動分野”，さらに  

田蔦（2003）は，“主体と環境との連合的な関係”から  

臨床心理行為を考えている。また，乾（2003）は，資格  

問題の議論の中で医行為との対比において臨床心理行為  

の“独自の専門性や方法論”が問われた経緯をまとめて  

おり，佐藤（2003）は，法的位置づけを意識して民法上  

の“準占有状態である臨床心理行為”を掟唱している。  

このように，臨床心理行為については，医行為や医療と  

は別の対象，方法を持ったものとして，にわかに学問の  

対象として扱われるようになっている。   

そうした中で，筆者は臨床心理行為を“施行者が心理  

的な手投を用いて対象者の心理を理解し，また対象者を  

援助する一連の行為”と定義づけた上で，4つの基本的  

な性質を挙げた（菊池，2001）。まず，臨床心理行為は  

その要素に分解してみるとほとんど心理面接など心理的  

な手段を用いる日常的なコミュニケーション行為や玩具，  

教材を用いたテスト類である。つまり，①臨床心理行為  

は，誰もが行うことができる日常的な行為からなりたっ   
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つのなら，臨床心理行為という心理的な手段の有害性も  

指摘される可能性がある。そこで，心理的な手段が人の  

精神に害を与える可能性を検討してみる必要があるであ  

ろう。  

i客観的な事件・事故・行為が人の心に害をもたら  

す場合   

a．精神的な苦痛   

まず，法令上すでに認められている精神的な打撃とし  

ては，“精神的な苦痛”という概念がある。これは他人  

の不法行為すなわち“故意又は過失によって他人の権利  

を害する行為”（民法709条）によって生じ，それに対す  

る損害賠償がいわゆる慰謝料である。これは“財産以外  

の損害”（同710条），すなわち精神面の損害を慰謝する  

点に特徴がある。   

b．心的外傷後ストレス障害（PTSD）   

また，心的外傷については，もともと事故などが直接，  

人間の身体や精神に器質性の損傷を与えるという観点か  

ら研究され，次に過去の外傷的なできごとの記憶がヒス  

テリーなどの症状の病因と考えられるようになり  

（Jannet，Freud），その後の戦争体験などの研究から現在  

ではPTSDという概念として確立している。すなわち，  

PTSDとは“ほとんど誰にでも大きな苦悩を引き起こす  

ような例外的に著しく脅威的・破局的な性質をもつスト  

レスの多い出来事・状況に対する遅延した反応’’（ICD－  

10）であり，それが，“強い恐怖，無力感，または戟懐に  

関するもの’’（DSM－Ⅳ）である。そうした体験が“瞬間  

凍結”（西洋，1999）され，自己の体験の外の置かれる  

結果，その体験の“反復・侵入”としてのフラッシュバッ  

クなど，“覚醒の克進”を意味する過敏さなど，そして，  

反対にその記憶の“回避・麻痔”としての解離なども出  

現するという事態である。すなわちPTSDとは，少なく  

とも“自分の生命や身体の統合性への脅威”（西澤，  

1999）が前提になっている。なお，Heman（1992）は  

心的外傷の体験の中核とは，圧倒的な外力によって“無  

力化（disempowerment）”および“孤立無援化（他者か  

らの離断disconnection）”されることであると指摘して  

いる。そして，強制収容・監禁，虐待，家庭内殴打，性  

的搾取などを含めて長期反復的な心的外傷を‘‘複雑性  

PTSD”と呼ぶことを提唱している。   

並 無力な状態に置かれることが人の心に害をもたら  

す要因となる場合   

そこで，次にHemanの複雑性PTSDの概念に則して  

検討する。   

c．監禁   

憲法でも禁じられているように不当な拘禁，あるいは  

強制収容が人の精神を蝕むことは疑いを．得ない。  

Hermannによれば，監禁を行うことで加害者は被害者に  

恐怖と孤立無援感を与え，加害者への“奇妙な依存”を   

ヱ吏旦。次に，一見すると誰もが行うことができる対話  

やテストなどが臨床心理行為となるのも，それは施行者  

が絶えず臨床心理学的な知識・技術を用い，専門的な判  

断と配慮をしているからであろう。つまり，②臨床心理  

行為がなりたつには臨床心理学の専門的な知識や技術，  

それに判断力が必要である。次に，③臨床心理行為は相  

互的な行為であり対象者が専門家と共にそれをやり遂げ  

ようとする意思をもつことが不可欠である。また，行為  

という水準で見ればコミュニケーション活動が行われて  

いるにすぎず，それ自体が人体に危害を及ぼすおそれも  

ない。これらから，④臨床心理行為を第三者が禁止した  

り，強制したり，命令したりすることは原理的にできな  

史といえる。さらに，筆者は，臨床心理行為を他の援助  

行為との比較において検討し，これが“純粋主体対面援  

助行為”として位置づけられることを見出している（菊  

池2002a）。  

（2）臨床心理行為が行われるための社会的な条件   

このように臨床心理行為は人の意思や主体性に直接関  

わる行為なので，それが行われるために，少なくとも基  

本的な人権（言論やコミュニケーションの自由，健康や  

幸福を追求する権利，あるいは職業を選択する自由など）  

や心理的援助を求める自由が社会的に保障されている必  

要がある。そして，ここでいう心理的な援助を求める自  

由とは，どのような身体的・精神的・社会的状態にあっ  

ても自ら希望して心の専門家に自己の心情を語り，そこ  

で自分自身が理解され，また存在が受け止められること  

を求める自由と言い換えることができる（菊池2002b）。   

3 臨床心理行為が人に害を与える可能性  

（1）人体への侵襲性   

ところで，医行為には医学的侵襲とよばれる“人体”  

への侵襲があることが業務を独占する根拠になっている。  

セは，臨床心理行為はどうであろう。まず，本稿で定義  

した臨床心理行為については“心理学的な手段”を用い  

る行為であるので“人体”を侵襲する可能性はないと考  

えられる。例えば，精神的なストレスが何らかの身体疾  

患に結びつくのがいわゆる心身相関である。しかし，臨  

床心理行為が身体症状の治療や回復に影響を与えるのは，  

①ストレスへの対処能力を高める，②抑圧されて無意識  

となった葛藤や固着，あるいはコンプレックスを意識化  

させて本能的な欲求や生活意欲を高める，③生体がホメ  

オスタシスなどのバランス作用，自然治癒力ひいては免  

疫力を取り戻すのを手助けする，あるいは④種々の心理  

的な機能回復訓練をするというような意味においてであ  

り，心理的な力が直接人間の身体を変化させるというよ  

うなことは未だ発見されていないと思われる。  

（2）精神への侵襲性   

しかし，もしここで精神への侵襲という概念が成り立  
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形成させるという。さらに，予見できない暴力，脅しと  

恩恵供与，被害者の生活を慈恵的なルールで縛ること，  

さらにコミュニケーションの遮断と孤立無援化の徹底な  

どによって通常のPTSDの症状以上に，身体の馴染みに  

くさ，フラッシュバックの残存，ダブルシンク，トラン  

ス，時間的連続性の切断，主動性の狭まり，加害者を取  

り込んだ外傷的きずな形成，自己システムの破壊，遷延  

うつ病，自殺衝動など深刻な精神的痛手，あるいは持続  

する人格の変容や疾患に被害者が苛まれるという。   

d．虐待   

精神への影響は児童虐待においてさらに深刻である。  

Hemanは，虐待は“恐怖にすべてを支配された家庭の  

風土の中で起こる”としている。すでにわが国の法令で  

は‘‘児童虐待”について，①児童の身体への暴行，②わ  

いせつな行為をすること（させること），③著しい減食  

又は長時間の放置など，④著しい心理的外傷を与える言  

動を行うことなど4つを規定し，これを禁じている（児  

童虐待の防止等に関する法律第2条）。このうち，心理  

的虐待については“養育者の何らかの行動が子どもにト  

ラウマを引き起こし，様々な精神症状や行動上の問題を  

生じさせているが，身体的虐待，ネグレクト，性的虐待  

のいずれにも当てはならない場合’’（西澤，1999）とい  

うように消去法的な定義にならざるを得ないようである。   

e．その他   

洗脳・マインドコントロール，DV，セクシャルハラ  

スメントなども以上と同じようなメカニズムとして精神  

への侵襲性が理解できる。いずれも何らかの権力関係，  

あるいは拘束関係を前提と㌧ている。   

揖 コミュニケーションそれ自体が人の心に害をもた  

らす場合   

また，コミュニケーションそのものが他人に害を及ぼ  

す可能性については“病理的なコミュニケーション’’ と  

して研究が進んでいる。   

f．ダブルバインド   

統合失調症の患者とその家族のコミュニケーションの  

観察からBateson（1972）らはその特徴的なシークエン  

スを見出し，それが病因にも影響すると考えた。その構  

成要件は，①二人あるいはそれ以上の人間，②繰り返さ  

れる経験，③第一次の禁止命令，④第一の禁止と衝突す  

るより抽象的なレベルの第二の禁止命令，⑤犠牲者が関  

係の場から逃れるのを禁止する第三の禁止命令である。   

g．ハイEE（ExpressedEmotion）   

Leぽら（1985）はBrownらによって開発されたハイEE  

（批判的コメント，敵意，情緒的巻き込まれすぎ）の評  

価尺度を発展させ，統合失調症の再発に家族のハイEE  

が，不規則な服薬あるいは中断に勝るとも劣らない影響  

を与えることを見出している。   

h．その他  

“選択的不注意”（サリバン），“相手を狂気に追いやる  

努力”（サールズ），“接線的なコミュニケーション”（リュ  

シュ，J），“相互交渉的限定否定”（スルツキ）“コメン  

トのシャワー”（中井久夫）など，いずれもコミュニケー  

ションの中にあいまいさや相手の存在を否定するメッセー  

ジや敵齢を生じさせる矛盾しあう内容や形式を含んでい  

ることが特徴である（木戸，1976）。  

（3）精神への侵襲についての定式化   

そもそも，コミュニケーションというのは，主体と主  

体との交流や意思疎通，つまり関係そのものを強化し，  

調和させる働きがあると考えられる。したがって，通常  

のコミュニケーションはそれ自体で人の争いごとを調和  

させ，また癒す働きをするだろうし，社会を活性化し，  

専制的・暴君的な権力作用を合理的で法治的な権力作用  

へと変化させる効果を持つであろう。反対に，コミュニ  

ケーションが有害なものになるのは，コミュニケーショ  

ンがそれによりかえって意思疎通をできなくさせるもの  

になっていたり，コミュニケーション自体が相手を支配・  

Table 2 

人の精神に害を及ぼす条件  

以下の4つの条件が揃ったときに，人の精神に害を及ぼすおそれがあると考えられる。  

iある個人が他に対して脅威を感じるような相対的に無力な状態に置かれる。（事件・事故・災害との   

遭遇，病気・障害・強い不適応感の存在，外的な暴力や脅迫の存在，社会的な地位の差，その他個人を   

相対的に無力にさせる客観的な要因がある。）  
正 その状態で人格の尊厳を保つのに必要な他者とのコミュニケーションが妨げられる。（他者との良好   

なコミュニケーションをとることが何らかの方法で妨げられている。不当な放置，はぐらかし，根拠の   

ない一方的な非難，性的な誘惑や刺激，矛盾した・押し付けがましい・その場にそぐわないメッセージ，   
個人が許容できる範囲を超えた同時的な多水準のメッセージ，その他病理的なコミュニケーション）  

出 その個人にとって，その状態を回避したり，変化させることは困難である。  

如 その状態が一定時間続く，もしくは反復される。   
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コントロールする手投となる場合であると考えられる。  

ただし，コミュニケーションが人に書を与える場合でも，  

それが一定期間続き，地位や利害などによる権力関係や  

拘束関係があり，具体的な脅威となる行為をともなうな  

ど，被害者が簡単にはそこから逃れなれないという条件  

も必要であると考えられる。   

以上を整理し，ダブルパインド仮説や，Hemanの定  

式化を参考に考えると，Table2のような4条件がそろっ  

たときに，人の精神を害するおそれ，すなわち精神への  

侵襲性が生まれると考えられる。  

（4）臨床心理行為が人の精神に害を及ぼす可能性   

では，臨床心理行為についてはどのように考えられる  

であろうか。通常，臨床心理行為は本人の申し出や第三  

者からの依頼に基づいて，対象者との契約によって始め  

られる。また，臨床心理行為は比較的対等な関係の中で  

行われ，臨床心理学的によく配慮されたコミュニケーショ  

ンを通じて心理学的な手段をもって行われるはずである。  

とすれば，臨床心理行為において上記4条件が痛うこと  

は原則的にはないはずである。すなわち，臨床心理行為  

はそれが正しく行われる限り，それ自体で人の精神に害  

を与えることはない。   

ただし，カウンセリングやサイコセラピーにおいてク  

ライエントは本人の抱えている廟題やウイークポイント  

を専門家にさらすことになる。このため，渾常の状態よ  

り明らかに傷つきやすい状態，すなわち相対的には無力  

な状態で行為者と対面している。したがって，この状態  

で専門家がクライエントの援助希求を受け止めず，ある  

いは守秘義務を守らないならば，クライエントの精神を  

害することになるだろう。特に，心理テストからは知能  

の程度や衝動性の予測など本人の人格的・社会的な評価  

を左右しかねないほどの重要な情報が導き出されること  

から，臨床心理学の専門的な配慮なしに心理アセスメン  

トが行われるのは危険である。さらに，臨床心理行為は  

日常的には意識しえない心の内面を露呈させ，心理的な  

退行を促進させることもある。そう▼したことから，第三  

者の指示・命令（強制）によって行われたり，社会的・政  

治的・宗教的な権力作用を背景に臨床心理行為が行われ  

た場合にも臨床心理行為が変質し，それ自体で人の精神  

を害するおそれがあると考えられる。整理すると，  

Table3のような場合に，臨床心理行為が二次的に人の  

精神に害を及ぼす可能性があると考えられる。  

＝ 総合考察   

以上，医療の行為と臨床心理行為とを記述し，それぞ  

れの範囲や内容，その特性などを吟味してきた。ここで  

は，それらを総合し，比較検討を行うことにする。その  

際，これまで得られた行為の主体という視点を一つの手  

がかりとする。  

1臨床心理行為と医行為の関係   

では，まず医行為と臨床心理行為との関係はどうなる  

だろうか。前述のように臨床心理行為は臨床心理学とい  

う学問に基づき，心理的な手段を用い，主にコミュニケー  

ション行為を中心とした日常的な行為からなる。そして，  

臨床心理行為が治療行為となる場合，臨床心理行為の行  

為者は臨床心理職であるにしても，治療の主体が完全に  

行為者に移行することはない。すなわち，患者（クライ  

エント）が絶えず治療の主体であり続ける。こうした点  

で，臨床心理行為は医行為とは根本的に異なるもので，  

むしろリハビリテーションに近い構造をもっているとい  

うことができる。   

また，そもそも医療の中ですでに臨床心理士等によっ  

て臨床心理行為が行われているのだとすれば，後でそれ  

が医行為とされるのは論理矛盾である。というのも医行  

為かどうかは一義的には医師によって判断されているは  

ずで，臨床心理行為が医療の中で行われているのだとす  

ればそれはおびただしい数の医師によって臨床心理行為  

が医行為でないと判断されてきたことを意味するからで  

ある。つまり，もし医師によって医療の中での臨床心理  

行為が医行為だと判断されていたら，臨床心理業務その  

ものが医療の中では存在していなかったし，存在してい  

Table 3 

臨床心理行為が人の精神に二次的に害を及ぼす可能性  

①臨床心理行為において守秘義務が守られない場合  

②クライエントからの援助の求めが受け止められない場合  

③臨床心理学的な専門性とそれに基づく配慮なしに臨床心理行為が行われた場合  

④人格全体の情報を含む心理アセスメントが臨床心理学の専門家でない者によって行われた場合，もし   

くは本来の目的を離れて用いられた場合  

⑤第三者の指示・命令（強制）によって臨床心理行為が行われた場合，若しくは権力作用を背景に臨床心   

理行為が行われた場合   
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Table 4 

臨床心理行為が医行為と異なることの証明   

Ⅰ．証明1：医行為であるためには，行為自体に少しでも人体への危険性（侵襲性）がなければならない0   
臨床心理行為は日常的な行為，特にコミュニケーション行為から成り立っていて，行為としてみるなら   

ば，それ自体で人体に危害を加えるおそれはなく，誰もが行いうるものである。よって，臨床心理行為   
は医行為ではない。（行為比較論による証明法）  

Ⅱ．証明2：医行為はこれを患者本人にも行わせることができないために，治療の主体か完全に医師に移   

行するのを特徴とする。ところが，臨床心理行為においては援助行為であろうと査定行為であろうと相   

互的な行為であり，患者も絶えず援助（治療）や査定の一方の主体であり続ける。よって，臨床心理行   
為は医行為ではか－。（行為主体論による証明法）  

Ⅲ．証明3：臨床心理行為が医行為であれば，これまでに医療の中で臨床心理職が行う業務としては存在   

しないか，厳密に診療補助職によって行われていたはずである。しかるに，わが国でも現に臨床心理業   

務はおよそ半世紀にわたって存在し，臨床心理職によって行われているのに，違法行為とされることは   

なかった。これは，臨床心理行為がおびただしい数の現場の医師によって医行為ではないと判断され，   

かつ，社会若しくは裁判所もそのことを容認してきたことを示すものである。よって，臨床心理行為は   

医行為ではないと判断される。（判例あるいは社会的な通念からの証明）  

ⅠⅤ．証明4：もしある行為が医行為であるのなら，その行為が医学に基づく以上は，その行為を技術的   

に行うことが出来ると期待される行為者の集合は専門的な医学教育を受けた医師の集合に概ね含まれる   

はずである。ところが，臨床心理行為は心理学に基づくので，臨床心理行為を行うことができると期待   

される行為者の集合は，必ずしも医師の集合に含まれず，むしろ心理学を専攻し，そのトレーニングを   
受けた者の集合に多く分布すると期待される。よって，臨床心理行為が医行為である可能性は少ない。  
（技術の分布からの推計学的な証明）  

たとしても看護師など既に存在する診療補助職によって  

行われていたはずなのである。   

さらに，臨床心理行為にはそれ自体で人体への侵襲性  

がないこと，臨床心理学的な配慮のもとに行われれば原  
則として臨床心理行為自体に精神への侵襲性もないこと  

を見てきた。こうしたことから，臨床心理行為と医行為  
は異なるもので，一般的には相互に重なることはない。  

これは，さしあたりTable4のような4通りの方法によっ  
て証明されうる。   

2 医療サービスの中の臨床心理行為  

（1）医声サービスと臨床心理行為   

このように，一般的に臨床心理行為は医行為と重なら  
ないことが論理的には証明された。しかし，医療の中で  

まさに臨床心理業務が存在するということは，臨床心理  
行為は医療とは重なることを意味する。ここで医療，診  

療，医師の業務などを医療サービスとした場合，医行為  

とはFig．1のような関係になると考えられる。そして，  

医療の中で行われる限り，医療を“掌る”のは医師であ  
り，保険医の処方に基づかなければ診療報酬も発生しな  

い。また，医師もサイコセラピーや心理査定を行ってい  
るので，どこまでが医行為で，どこからが臨床心理行為  

なのかという問題も依然として残る。  

Fig．1医行嵐医療サービス，臨床心理行為の関係  

（2）医療の中の臨床心理業務の分業   

これらの問題は，そもそも医療の中で臨床心理行為を  
分業化することがどのようにして可能なのかということ  

と関係していると考えられる。医師が医療の中でサイコ  
セラピーや心理アセスメントなどを行う場合には，それ  

が臨床心理行為であるかどうか問題にすること自体無意  

味である。というのも，通常の診療契約の中では，医師  
はたとえサイコセラピーだけを行っていても，患者に対  

して絶えず身体面を含む診察と治療を行う義務を負って  

いるからである（医師法第19・22粂）。しかし，医療の   
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中で臨床心理業務を切り離し，臨床心理職に業務委託し  

とき，医師は少なくとも臨床心理業務を分業可能で，か  

つ診療補助職以外に委託可能なものと判断したことにな  

る。また，臨床心理業務については医師よりも臨床心理  

職が行う方が適切であると認識していることを示すであ  

ろう。これらは，医療の中で臨床心理業務が分業・委託  

可能であること（医心分業）の大きな根拠である。  

（3）臨床心理業務を分業化することの意味   

ただし，この分業化は単に臨床心理業務を切り離し，  

専門家に委託したというだけでなく，治療・援助構造を  

整え，その効率を上げる上で極めて積極的な意味もある  

と考えられる。というのも，様々な権限をもつ主治医は，  

純粋なサイコセラピーを行う関係を築くのが実はきわめ  

て困難な立場にあると考えられるからである。かといっ  

て，クライエント（患者）の“主体”に関わる臨床心理  

行為を，他の診療補助行為のように主治医が臨床心理職  

に“指示・命令’’するとしたら，前述のように臨床心理  

行為そのものが有害なものに変質する可能性もある。ま  

た，“自発性のパラドックス’’（Watzlawick，1983）と呼  

ばれる新たな矛盾を引き起こす可能性もあるだろう。こ 

れに対して，治療構造の観点から医師と臨床心理職との  

分業の合理的なあり方として発展したのが，いわゆるA－  

Tスプリットの方法である。この方法は，本来管理医と  

精神分析を行う分析医を分けることで精神分析療法をス  

ムーズに行わせようとした分業の工夫から生まれたもの  

だが，現在は精神分析に限らず主治医と臨床心理職など  

サイコセラピーのセラピストとの分業のあり方として発  

展している（Fromm－Reichmann，1959；小此木，2002）。  

そして，このようなA－Tスプリットで治療を行う意味  

としては，治療者と主治医双方の中立性を確保するとい  

うことが指摘されている（中村，1990；岩崎，1976・19  

78）。すなわち，中立性の確保ということが，臨床心理  

行為を医療の中で分業化することの積極的な根拠である。  

（4）主体の援助と人権擁護   

さらに，国際法律家委員会（ICJ）は精神科患者に法律  

的な権利を教えることのできる第三者的な“患者のカウ  

ンセラー”を精神科病院に配置することを求めている  

（国際法律家委員会，1992）。わが国では，精神保健福祉  

士が患者の権利を擁護する役割（アドポカシー）を担っ  

ているが，あくまでも社会福祉学の基盤に立つ専門家で  

あり，心理的なカウンセラーではない。したがって，治  

療というよりも患者の意思の発動体としての「主体」を  

中立的な立場で援助する役割も，国際的には臨床心理職  

に期待されていることであろう。  

させて検討した。臨床心理行為は人体への侵襲性はなく，  

治療の主体の移動がないので，医行為とは異なると考え  

られる。また，臨床心理行為それ自体には精神への侵襲  

性もないが，臨床心理学の専門家によって適切に行われ  

なければ，二次的にクライエントの精神を害する可能性  

がある。医師が“掌る”医療の中でも臨床心理業務の委  

託と分業は可能である。しかし，主体そのものを援助す  

るという臨床心理行為の基本的な性質から考えて，次の  

3点は考慮される必要があるだろう。①指示・命令など  

の関係から自由であり，立場の中立性が保証される，②  

クライエントとの比較的対等で相互的な関係が保証され  

る，③治療という目的に限定されない主体の援助という  

関わりも保証されるなどである。そして，そのためにA－  

Tスプリットの方法など治療援助システムあるいは構造  

上の工夫が今後さらに必要であろう。  
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